
水戸二高 生徒指導関係 校則 
 

 服装は常に端正と調和を考え、衛生に留意し、高校生にふさわしい容儀を保つようにする。 

令和２、３年度入学生用                                                                            

１ 制 服                                                                図１  

○冬季用 

（１） スカート（長さの基準は膝の中央） 

   型…ジャンパースカート（角えりぐり、規定のバックル付きべルト） 

     ひだ数 24 

    布地…サージ色・紺無地 

（２） ジャケット（上着） 

    型…テーラーカラー（背縫いあり）、ダプルボックス型、 

      ボタン６個、箱ポケット 

    布地…表はサージ色…紺無地（裏は紺または黒） 

（３） ブラウス（ワイシャツも可） 

 ア 制服のブラウス 

   型…アンダープラウス、普通そで、えり先角型、 

     前立（飾りボタン３個） 

  布地…ブロード色…白無地ただし飾りのないもの、前立なし、えり先丸形も可 

 イ 制服のワイシャツ型…ワイシャツ型（基本型）布地…ブロード色…白無地 

（４） 防寒着 

 ア コートは華美・派手なデザインでないこと。色は黒・紺・茶・グレー・白等が望ましい。パーカ

ー、ジャンパー、ダウン、フリースは禁止。 

 イ セーターを着用する場合は、制服から出さないように着用する。色は黒・紺とする。 

 ウ マフラーを着用する場合は、派手なものではなく、長さも標準的なものとする。 

○夏季用                                                                   図２ 

（１） スカート（長さの基準は膝の中央） 

   型…セミフレヤージャンパースカート布地…トロピカル 

   色…先ぞめのターコイズブルー 

（２） ブラウス（ワイシャツ・ポロシャツも可） 

   白無地のブラウス（ワイシャツ・ポロシャツ）とする。 

  （ただし、ポロシャツは胸・腕にワンポイント可） 

２ 体操着 

  学校規定のものを用いる。体育館シューズは学校指定の学年色。 

  下履きは運動靴。 

３ その他の注意 

（１） 制服を着用する。 

（２） ジャケットには左の襟に校章をつける。 

（３） 冬夏服着用期間 



    冬季制服は 10月１日より翌年５月 31日まで、夏季制服は６月１日より９月 30日までとする。 

（４）  移行期間（５月 18日～５月 31日、10月 1日～10月 14日） 

   上記の期間は、冬季制服（ジャケットなし、セーター可）でも夏季制服でもかまいません。 

（５） 靴下 

    ストッキング、ソックス、ハイソックスを着用する。 

   ストッキングの色は黒、紺、肌色。ソックス、ハイソックスの色は黒、白、紺、グレーとする。 

   柄は無地。ただし、ワンポイントは無地と認める。 

（６） 異装届 

    怪我等で正規の服装が着用できない場合は、学校に届け出て承認を得ること。 

（７） 上履きは学校指定の学年色。 

（８） 通学靴は、短靴又は運動靴を着用し、型・色ともに高校生らしいものとする。 

（９） 頭髪は高校生らしく、いつも清潔にし、他人に不快感を与えないようにする。 

    エクステ・パーマ・カール・脱色・染色は、禁止する。髪飾りは、品位を損なわないもので    

質素なものとする。 

（10） 装身具等（ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪、マニキュア、化粧）はしてはいけない。 

平成 19年 11月６日一部改正 

平成 21年３月 13日一部改正 

平成 26年３月 17日一部改正 

 

令和４年度入学生用 

１ 制 服                                                                

○冬季用 

（１） ジャケット（上着） 

    型…２つボタンシングル（背縫いあり）、センターベスト、オリジナルボタン 

      胸：箱ポケット、腰：雨蓋付き切りポケット、筒袖・袖ボタンなし 

    布地…サージ 

（２） スカート（長さの基準は膝の中央） 

   型…20本車ひだスカート 

    布地…ウインドペンチェック 

（３） スラックス 

   型…ワンタック、８本ループ、前ファスナー、両脇斜めポケット 

後左右ピスポケット（左のみボタン留め） 

    布地…ウインドペンチェック 

（４） ワイシャツ（学校指定はありません） 

    型…レギュラーカラー 布地…ブロード 色…白無地 

（５） ネクタイ・リボン（正装時どちらかを着用します。）普段の着用は自由 

   型…ワンタッチ着脱式、切り替えあり 布地…ポリエステル 色…ターコイズブルー 

（６） 防寒着 

 ア セーター、ベスト（夏季用）を着用する場合は、学校指定のもの（左胸学校マーク入り）の



み可とし、制服から出さないように着用する。色は紺・チャコールグレー・ライトグレーとす

る。（セーターは着用希望者のみ販売） 

   イ コートは華美・派手なデザインでないこと。色は黒・紺・茶・グレー・白等が望ましい。パ

ーカー、ジャンパー、ダウン、フリースは禁止。 

   ウ マフラーを着用する場合は、派手なものではなく、長さも標準的なものとする。 

○夏季用                                                                    

（１） スカート（長さの基準は膝の中央） 

   型…20本車ひだスカート 

    布地…ウインドペンチェック 

（２） スラックス 

   型…ワンタック、８本ループ、前ファスナー、両脇斜めポケット 

後左右ピスポケット（左のみボタン留め） 

    布地…ウインドペンチェック 

（３） ワイシャツ（学校指定はありません） 

    型…レギュラーカラー 布地…ブロード 色…白無地 

（４） ニットベスト 

   ア 夏季用制服着用時には、ニットベストを着用する。 

イ 学校指定のもの（左胸学校マーク入り）のみ可とする。 

色は紺・チャコールグレー・ライトグレーとする。 

２ 体操着 

    学校規定のものを用いる。体育館シューズは学校指定の学年色。体育時、下履きは運動靴。 

３ その他の注意 

（１） 制服を着用する。 

（２） ジャケットには左の襟に校章をつける。 

（３） 冬夏服着用期間 

    冬季制服は 10月１日より翌年５月 31日まで、夏季制服は６月１日より９月 30日までとする。 

（４）  移行期間（５月 18日～５月 31日、10月 1日～10月 14日） 

   上記の期間は、冬季制服（ジャケットなし、セーター可）でも夏季制服でもかまいません。 

（５） 靴下 

    ストッキング、ソックス、ハイソックスを着用する。 

   ストッキングの色は黒、紺、肌色。ソックス、ハイソックスの色は黒、白、紺、グレーとする。 

   柄は無地。ただし、ワンポイントは無地と認める。 

（６） 異装届 

    怪我等で正規の服装が着用できない場合は、学校に届け出て承認を得ること。 

（７） 上履きは学校指定の学年色。 

（８） 通学靴は、短靴又は運動靴を着用し、型・色ともに高校生らしいものとする。 

（９） 頭髪は高校生らしく、いつも清潔にし、他人に不快感を与えないようにする。エクステ、パー

マ、カール、脱色、染色は、禁止する。髪飾りは、品位を損なわないもので質素なものとする。 

（10） 装身具等（ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪、マニキュア、化粧）はしてはいけない。 



附則 本規程は令和４年４月１日より施行する。 

 

２ 旅行・アルバイトについて 
 

（１） 登山・キャンプ及びこれに類するものに参加する場合は、指導者を必要とし、その他の宿泊を   

伴う旅行については、保護者の許可を得て後、事前に学校に届け出て承認を得る。 

   上記に違反したものは、保護者を呼んで注意する。（※私事旅行は除く） 

（２） アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の経済的理由によりアルバイトをしなければ   

ならない時は、次の各項に示す条件を満たした場合に限り許可をすることができる。 

 ア アルバイト先が健全な場所であること。 

 イ 長期休業中は休業期間の半分を超えないこと。 

 ウ 学業成績が不振でないもの。 

 

３ 原付自転車の免許取得及び通学について 
 

１ 原則として原付自転車の免許は取得しない。ただし、下記事由により、原付自転車を使用する必要

のある生徒は、事前に事由を記載した書類（原付運転免許取得及び通学許可願）を提出して、免許を取

得すること。 

（１） 地理的事由により、通学に原付自転車を使用する必要がある場合。（ただし、原付自転車の使 

用は最寄りの駅まで） 

２ 通学に原付自転車を使用する場合は、下記の条件を満たすものとする。 

（１） 自宅から最寄り駅までの距離が、おおむね７km以上であること。 

（２） 任意保険に加入すること。 

（３） フルフェイスのヘルメットを着用すること。 

 

４ 自動車運転免許の取得について 
 

１ 自動車学校入学時期は、原則として第３学年時の２月以降とし、進路決定者に限る。 

  ※就職決定者及び就職希望者については、第３学年時の冬休みから入学を認める。 

２ 入学手続 

 自動車学校へ通学を希望する生徒は、保護者が自動車学校通学許可願(様式１)を担任を通じて提  

出し、校長の通学許可(様式２)を受けたのち、入学手続をする。 

３ 免許取得後 

 卒業までに免許を取得した者は、担任に連絡する。 

 自動車の運転は卒業までしない。 

平成 19年 11月６日一部改正 

平成 26年３月 17日一部改正 

平成 28年 12月５日一部改正 


